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○
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

 

（
損
害
補
償
の
種
類
）

第
一
条　

消
防
組
織
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
損
害
補
償
及
び
消
防
法
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者

又
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
並
び
に
水
防
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
の
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
（
以
下
「
非
常
勤
水
防
団

員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
損
害
補
償
及
び
同
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
水
防
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一　

療
養
補
償

二　

休
業
補
償 

三　

傷
病
補
償
年
金 

四　

障
害
補
償 

イ　

障
害
補
償
年
金 

ロ　

障
害
補
償
一
時
金 

五　

介
護
補
償 

六　

遺
族
補
償 

イ　

遺
族
補
償
年
金 

ロ　

遺
族
補
償
一
時
金 

七　

葬
祭
補
償 

 

（
補
償
基
礎
額
）

 

第
二
条　

前
条
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養
補
償
及
び
介
護
補
償
を
除
き
、
補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２　

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一　

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡

し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
死
亡
若
し
く
は
負
傷
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
り
死
亡
の
原
因
で
あ
る
疾
病
の
発
生
が

確
定
し
た
日
若
し
く
は
診
断
に
よ
り
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
事
故
発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が

 

属
し
て
い
た
階
級
及
び
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
か
ら
の
勤
務
年
数
に
応
じ
て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

二　

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
五

項
（
同
法
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
」



- 2 -

と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
（
以
下
「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い
う
。
）
又
は
水
防
法
第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
水
防
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救

急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
る
負

傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
八
千
九
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の

 

日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
非
常
勤
消
防
団
員
若
し
く
は
非
常
勤
水
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
（
以

下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故
発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親

族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三
十
三
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て

補
償
基
礎
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
） 

二　

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子 

三　

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫 

四　

六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母 

五　

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹 

六　

重
度
心
身
障
害
者 

４　

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子
が
い
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
六
十
七
円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親

族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。 
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別
表　

補
償
基
礎
額
表
（
第
二
条
関
係
） 

階　
　
　

級

勤　
　
　

務　
　
　

年　
　
　

数

十
年
未
満

十
年
以
上 

二
十
年
以
上

二
十
年
未
満

団
長
及
び
副
団
長

円 

円 

円 

一
二
、
五
○
〇

一
三
、
三
五
〇

一
四
、
二
〇
〇

分
団
長
及
び
副
分
団
長

一
〇
、
八
○
〇

一
一
、
六
五
〇

一
二
、
五
○
〇

部
長
、
班
長
及
び
団
員

九
、
一
〇
〇

九
、
九
五
〇

一
〇
、
八
○
〇

 

 

備
考一　

事
故
発
生
日
に
、
当
該
事
故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
特
に
上
位
の
階
級
に
任
命
さ
れ
た
非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
の
階
級
は
、
当
該
事

 

故
又
は
疾
病
が
発
生
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
階
級
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二　

一
の
階
級
に
お
け
る
勤
務
年
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
以
後
の
期
間
と
当
該
階
級
に
任
命
さ
れ
た
日
前
に
お
け
る
当
該
階
級

 

と
同
一
の
階
級
又
は
当
該
階
級
よ
り
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
た
期
間
と
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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○
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

 

（
消
防
団
員
の
身
分
取
扱
い
等
）

第
二
十
三
条　

消
防
団
員
に
関
す
る
任
用
、
給
与
、
分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
常
勤
の
消
防
団

 

員
に
つ
い
て
は
地
方
公
務
員
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
つ
い
て
は
条
例
で
定
め
る
。

 

２　

消
防
団
員
の
階
級
並
び
に
訓
練
、
礼
式
及
び
服
制
に
関
す
る
事
項
は
、
消
防
庁
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
の
規
則
で
定
め
る
。

 

（
非
常
勤
消
防
団
員
に
対
す
る
公
務
災
害
補
償
）

第
二
十
四
条　

消
防
団
員
で
非
常
勤
の
も
の
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若

し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
消
防
団
員
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が

 

こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２　

（
略
）

 



- 5 -

 
○
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）

第
二
十
五
条　

火
災
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
消
防
対
象
物
の
関
係
者
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
消
火
若
し
く
は
延

 

焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
火
災
の
現
場
附
近
に
在
る
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
者
の
行
う
消
火
若
し
く
は
延
焼
の
防
止
又
は
人
命
の
救
助
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。

 

③　

（
略
）

 

第
三
十
六
条
の
三　

第
二
十
五
条
第
二
項
（
第
三
十
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
消
火
若
し
く
は
延
焼
の
防
止
若
し
く
は
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
又
は
第
三
十
五

条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
が
、
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
又
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を

 

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

②　

（
略
）

 

③　

第
一
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
が
行
う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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○
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

 

（
公
務
災
害
補
償
）

第
六
条
の
二　

水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
病
気
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
病
気
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し

く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
の
属
す
る
水
防
管
理
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ

つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補

 

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２　

（
略
）

 

 

（
居
住
者
等
の
水
防
義
務
）

第
二
十
四
条　

水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
は
、
水
防
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
水
防
管
理
団
体
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
、

 

又
は
水
防
の
現
場
に
あ
る
者
を
し
て
水
防
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
災
害
補
償
）

第
四
十
五
条　

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
が
水
防
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
病
気
に
か
か
り
、
又
は
水
防
に
従
事
し

た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
病
気
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
水
防
管
理
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
又

は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ

 

つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
消
防
団
員
の
階
級
の
基
準
（
昭
和
三
十
九
年
消
防
庁
告
示
第
五
号
）
（
抄
）

 

第
一
条　

消
防
団
員
の
階
級
は
、
団
長
、
副
団
長
、
分
団
長
、
副
分
団
長
、
部
長
、
班
長
及
び
団
員
と
す
る
。

 


